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三
朝
町
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条

例

(
削
私
刑
糾
　
月
　
那
)

(
趣
旨
)

第
一
条
　
地
方
日
治
法
(
昭
和
二
±
1
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
二
百
四
十
三

条
の
三
第
1
項
の
親
定
に
よ
り
社
表
す
(
き
財
政
に
関
す
る
事
顎
(
以
下

｢
町
政
状
況
一
と
い
-
o
)
の
公
表
に
関
し
て
は
'
こ
の
条
例
の
定
叱
る
と
こ

ろ
に
よ
る
｡

(
公
表
6
1
川
日
)

筆
貢
　
財
政
状
況
の
公
表
は
'
毎
年
五
月
1
日
及
び
十
一
月
L
D
に
'
こ
れ

を
行
な
-
も
の
と
す
る
.

2
　
天
災
そ
の
=
=
f
l
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
瀬
故
に
ょ
り
前
甥
の
期
日
に
財
政

状
況
を
外
.
'
亮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
'
町
真
は
､
事
前
の
や
ん
だ
と

き
か
ら
T
相
月
以
内
に
お
い
て
､
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
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軍
一
夏
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
五
日
l
日
に
公
毒
す
る
財
政
状
況
に
お

い
て
ほ
へ
甜
年
十
月
1
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
次
に

鵠
六
編
　
財
務
　
(
財
政
状
況
の
公
表
に
関
す
る
条
例
)

〔
馬
や
Ⅹ
〕

掴
げ
る
事
項
を
掲
載
L
t
か
つ
'
財
政
の
動
向
及
び
町
長
の
財
政
方
針
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
｡

一
歳
入
歳
出
予
貫
の
執
行
状
況

二
　
住
民
の
負
担
の
概
況

≡
　
公
営
事
実
の
浬
理
の
概
況

四
　
財
産
､
地
方
債
及
び
1
時
借
入
金
の
現
在
高

五
　
そ
の
他
町
長
が
必
要
√
.
謡
,
?
る
財
政
に
関
す
る
事
項

2
　
堀
英
訳
1
顎
の
規
定
に
よ
り
十
1
月
1
日
に
公
表
す
る
財
政
状
況
に
お
い

て
は
､
四
月
1
日
か
ら
九
月
三
十
日
で
毒
の
期
間
に
お
け
る
前
讃
各
号
に
拘

り
る
事
司
を
掲
載
L
t
か
つ
､
前
年
度
の
決
算
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
と
す
る
｡

3
　
町
長
は
､
必
要
に
応
じ
'
財
政
状
況
の
掲
載
事
項
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事

婆
又
び
数
字
を
記
載
し
た
文
吉
を
そ
の
附
表
と
し
て
添
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡(

公
表
の
方
法
)

井
E
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d
　
肘
攻
状
況
の
公
実
は
､
二
L
B
町
暮
公
告
式
東
田

(
昭
和
　
　
年
　
　
条
例
第
　
号
)
に
よ
る
告
訴
の
例
に
よ
C
r
Y
こ
れ
を

I
な
-
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2
　
財
政
状
況
は
､
そ
の
公
表
の
巨
か
ら
六
月
間
､
町
長
の
指
定
し
た
川
棚
所
に

お
い
て
､
こ
れ
を
閲
覧
に
供
さ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
｡

第
五
条
　
町
長
は
､
必
要
と
認
め
る
と
き
は
､
前
条
第
1
項
に
定
や
O
方
法
に
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箭
大
都
　
財
務
　
(
財
政
状
況
の
些
攻
に
捌
す
る
条
例
)

よ
り
公
表
す
る
と
と
も
に
'
新
聞
紙
上
に
財
政
状
況
の
要
旨
を
掲
赦
し
て
､
ハ

表
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
委
t
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l
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聖
八
重
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
財
政
状
況
の
公
表
に
田
し
必
袋

な
事
項
は
､
規
則
で
定
め
る
｡
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